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令和６年第５回海老名市農業委員会定例総会 

 

 令和６年６月２６日「令和６年第６回海老名市農業委員会定例総会」を議員全員協議会

室に招集した。 

 招集委員は１４名、応召委員は１４名で次のとおりである。 

１番 深澤 伸治   ２番 宮䑓 功   ３番 澤地 正典   ４番 井上 勝 

５番 鈴木 守    ６番 岩壁 正和  ７番 三廻部 茂   ８番 波多野 寛 

９番 市川 和美  １０番 小松 佐一 １１番 鈴木 徹   １２番 橋本 保  

１３番 青木 莊一 １４番 牛村 律子 

 

 また、出席した農地利用最適化推進委員は６名で次のとおりである。 

１５番 本多 洋  １６番 大貫 信夫 １７番 重田 政一  １８番 西海 正義 

１９番 西山 勝敏 ２０番 鴨志田ひろし 

 

 事務局の出席は次のとおりである。 

事務局長 秦 芳生、主幹兼管理係長 尾山 剛、主  査 加藤友彦、 

主  事 髙野 栞 

 

 会議事項は次のとおりである。 

日程第１ 議案第２９号  農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第２ 議案第３０号  相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

日程第３ 議案第３１号  引き続き農業を行っている旨の証明について 

日程第４ 議案第３２号  農用地利用集積計画（案）について「貸し借り」 

 

 審議事項は次のとおりである。 

（１）農地の一時使用について 

（２）生産緑地の斡旋について 

（３）農業転用届出による専決処分について 

 

 会長が開会を宣言した。（開会の時間：午後１時３０分） 
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【議  長】 ただいまの出席委員は１４名です。また、農地利用最適化推進委員６名が

出席をしております。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしまし

た。 

       次に、海老名市農業委員会会議規則第１３条第２項により議事録署名委員

を指名させていただきますが、ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしですので、１２番委員と１３番委員を指名いたします。 

       それでは、議案書３ページから４ページ、４．報告事項の（１）活動状況

、（２）農地異動状況について、事務局からそれぞれ説明をお願いいたしま

す。 

【事務局長】 （先月の活動状況、農地異動状況、県許可の状況を報告した。） 

【議  長】 報告事項が終了いたしました。ただいまの報告につきまして、何かご質問

等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 よろしいでしょうか。ないようでしたら、報告事項ですのでこの程度にさ

せていただきます。 

       本日は、傍聴人がおりませんので、このまま会議を続けていきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

       それでは、議案書５ページ、５．付議事項、日程第１、議案第２９号 農

地法第３条の規定による許可申請について を議題といたします。 

       受付番号１３について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、受付番号１３でございます。申請地は、本郷■■■■■

■■■、登記簿地目、田、現況地目、田、面積、■■■平米、議案書のとお

りでございます。譲受人は、本郷■■■■■■、■■■、譲渡人は、本郷■

■■■■■■■、■■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、経営規

模拡大でございます。現地の案内図及び写真につきましては、資料１－１で

ございます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       地区委員の意見をお伺いいたします。２０番委員。 
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【２０番委員】 譲受人の■■さんは、現在も田んぼとかも周りもやっていますので、ち

ょこっと話もしましたが、別に問題ないと、通常やっていることの延長で

、多少、１反弱増えたぐらいのことですので、問題ないと考えます。 

【議  長】 事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、詳細説明でございます。 

       ■■さんの農家世帯としての状況についてでございますが、■■■さんお

１人が農業従事者だそうで、経営主につきましても、令和６年の農家台帳に

おいて■さんになっております。農業への従事状況についてでございます。

農業経験年数は２０年、農業従事日数は２００日だそうです。■■さんの現

在の農業経営面積でございますが、自作地の田が■■■■■平米、畑が■■

■■■平米、合計■■■■■平米、借入地の田が■■■■■平米、畑が■■

■平米、合計■■■■■平米でございます。次に、機械についてでございま

す。主要農機具として、トラクター２台、耕運機１台、田植機１台、コンバ

イン１台、フォークリフトを所有しております。取決めに従い、支障が出な

いよう耕作する旨が申請書に記載されており、機械の面、労働力の面、技術

の面を見ても譲受人として特に問題なしと思われます。そのほか、許可する

ことができない場合が定められている農地法第３条第２項各号に該当する項

目はございません。この案件に関しまして特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】 昨日、第３班５名と事務局とで現地調査をしてまいりました。現地の当該

箇所につきましては、写真にありますとおり、既に水稲が田植えが済んでお

りますので、そして、周りの状況そのものも管理が十分に行き届いておりま

すので、支障はないものと判断いたしました。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、受付番号１３について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、採決をさせていただきます。 
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       受付番号１３を許可することについて賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可とするものといたします。 

       続きまして、受付番号１４について、事務局から提案説明をお願いいたし

ます。 

【主幹兼管理係長】 それでは、受付番号１４でございます。申請地は、本郷■■■■■

■■■■、登記簿地目、畑、現況地目、畑、面積、■■■平米、ほか１筆、

議案書のとおりでございます。譲受人は、本郷■■■■■■■■、■■■■

■■、譲渡人は、本郷■■■■■■■■、■■■■、権利の種類は、所有権

の移転、目的は、経営規模拡大でございます。現地の案内図及び写真につき

ましては、資料２－１でございます。 

       以上です。 

【議  長】 提案説明が終わりました。 

       地区委員の意見をお伺いいたします。２０番委員。 

【２０番委員】 ■■■さんも従来、東側の家の横に同じ、今回の２００平米の畑の続き

でやっているところがあって、その延長上で、■■さんのほうから、本人は

体調の面だと言っていましたけれども、どなたかにお譲りしたいということ

で、■■■さんが畑の続きのところでできるということなので、農業的には

夫婦で家庭菜園みたいな形ではやっているようなんですが、管理はちゃんと

されているようなので、問題ないと考えます。 

【議  長】 それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、詳細説明でございます。 

       ■■■さんの農家世帯としての状況についてでございますが、■■■■■

■さん、■■さん、子の■■■■さんの３人が農業従事者だそうです。経営

主につきましては、令和６年の農家台帳において■■■さんになっておりま

す。農業への従事状況についてでございます。農業経験年数は、■■■さん

が４０年、■■さんが５年、■■さんが１年だそうです。農業従事日数は、

■■■さんが３００日、■■さんが１５０日、■■さんが５０日だそうです

。■■■さんの世帯の現在の農業経営面積でございますが、自作地の畑のみ

、■■■平米でございます。次に、機械についてでございます。主要農機具
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として、耕運機が１台、草刈機１台を所有しております。取決めに従い、支

障が出ないよう耕作する旨が申請書に記載されており、機械の面、労働力の

面、技術の面を見ても譲受人として特に問題なしと思われます。そのほか、

許可することができない場合が定められている農地法第３条第２項各号に該

当する項目はございません。この案件に関しましては特に問題ないと思われ

ます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】 同じく、昨日、第３班で現地調査をしてまいりました。当該の場所は、写

真にありますように、撮１のところ、本郷神社のほうに向かう道路ですけれ

ども、その道路の西側の畑ということでございます。今回の場所について、

農地として管理されておりますので、それについては問題ないのかなという

ふうに思っておりますが、一方、今回、■■■さんが既に管理されている面

積が、農地が自作地が■■■平米ということで記載がしてありますけれども

、その箇所が果たして本当の意味での農地という形で管理されているのかな

というところに若干疑問があります。写真の撮１の奥のところにちょっと建

物があって、その間のところも農地という形になっているんですが、そこの

ところは実際は植木畑、植木畑と言っても花卉ですね、特に今、いろいろな

花木が植えられていて、庭園風になっているので、果たしてそれを農地とし

て認めるのかというふうな、若干そういう疑義があります。 

       それと、いま１つ、今回、ここのところで農家の方が取得するに当たって

、面積が今まで３，０００平米以上持っている者を農家という形で、農地を

取得できる形だったと思うのですが、それが撤廃されたことによって、ちょ

っと農地があればそれをつけ足して農地が取得できるという、まさにそうい

った形で、ここのところにも申請事由として経営規模拡大とありますけれど

も、果たして本当の意味での農地、農業としての経営規模拡大に当たるのか

なという、ちょっとそういうふうな疑問がありますけれども、撤廃された今

の現状においては、許可することが適当というふうに私どもは判断しますけ

れども、一応ちょっとそんなことを、現場を見た範囲の中で感じました。 

       なお、この点については、農家という資格そのものについて、耕作の下限
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面積といったものは撤廃されたので、その中で申し訳ないですけれども、以

前に、農地の管理という問題で、別途協議したほうがいいんじゃないか、整

理をしたほうがいいんじゃないかという、そういったご意見がありましたけ

れども、それらの問題と併せて、今後検討する必要があるのかなということ

を現場を見る中で、今回の申請案件の中で感じた次第でございます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、受付番号１４について、質疑のある方。 

【２０番委員】 僕もそういう懸念はあって、■■■さんが来たときに、いろいろ話を聞

いて、何とかやってみますということで、そもそも■■さんのほうがやる気

がないので、それで草ぼうぼうで荒らしておくよりはまだいいと、そういう

判断で、■■■さんのほうが、先はどうあれ、とりあえず管理を何とかやり

ますという意気込みというか、そう言っていましたので、こういう判断で、

しようがないだろうということで了解した経緯があります。 

【１９番委員】 ここは市街化調整区域なんだと思いますけれども、将来的には振興区域

になる可能性というのはどうなんでしょう。 

【主幹兼管理係長】 ここの本郷地区の市街化区域の話というか、そういった計画自体も

、今現状、聞いていない状態です。なので、なるかどうかはちょっと今の現

時点では分からない。 

【事務局長】 それでは、事務局のほうから、昨日、現地調査、私も行ってきまして、補

足事項を１点だけ。 

       この公図、資料２－２を見ていただければと思いますが、当該地が太枠で

囲ってあります■■■■■■と、これは写真のとおりきれいにうなっていら

れたと。■■■さんのご自宅は■■■■■■と、■■■■■■、ここは農地

転用が既に終わっていまして、ここに母屋とちょっと附属屋みたいなのが建

っていると。じゃ、今持っている畑、■■■何平米はどこよということが、

まず１点が、それが■■■■■■、これは先ほど２番委員が言われた、アジ

サイとか、そんな花が植わっているような感じで、ここの方は花の教室なん

かもやられているようで。あと、それプラス、もう１か所、道路の西側の■

■■■■■、この図面で言うと一番左端、ここもお持ちで、さっきのアジサ

イの咲いているところとここを合わせて８４０幾つかだったので。この■■
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■■■■は、作付が今の時期に応じた作物が作付されておりましたというこ

とを１点つけ加えさせていただきます。 

       以上です。 

【議  長】 ほかにございますでしょうか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号１４について採決をさせていただきます。 

       許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可とするものといたします。 

       次に、議案書６ページ、日程第２、議案第３０号 相続税の納税猶予に関

する適格者証明について を議題といたします。 

       受付番号１について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】 相続税の納税猶予に関する適格者証明について、この証明書は、相続税の

納税猶予の特例の適用を受けようとするときに税務署へ提出する書類の１つ

になります。相続人の要件といたしましては、相続税の申告期限までに相続

により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も農業を継続すると認め

られる個人であることで、被相続人の要件は、死亡の日まで農業を営んでい

た個人であるとされております。 

       では、議案書６ページ、受付番号１、被相続人は、国分南■■■■■■■

■、■■■■、相続開始年月日は、令和５年９月１９日、申請人は、国分南

■■■■■■■■、■■■■■、特例農地等の明細ですが、海老名市国分南

■■■■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地目、畑、生産緑地、■■■平

米、ほか１筆、合計■■■平米です。これらの農地につきまして、６月１２

日に事務局で現地確認をしましたが、農地として適正に管理されていること

を確認いたしました。また、■■さんの世帯ですが、海老名市に■■■■■

平米の自作地を有しておりまして、農家世帯の構成は、世帯主の■■さん、

妻である■■■さんの２名が農家台帳に記載されております。所有する農機

具につきましては、耕運機が１台、トラクター１台、田植機１台、コンバイ
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ン１台、防除機３台、トラック１台となっております。農地は適正に管理さ

れており、今後農業を行う意思があることから、この案件につきましては問

題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号１について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 質疑も意見もないようでございますので、受付番号１について、採決をさ

せていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認といたします。 

       次に、議案書７ページ、日程第３、議案３１号 引き続き農業を行ってい

る旨の証明について を議題といたします。 

       受付番号８について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】 受付番号８です。被相続人は、中新田■■■■■■■■■、■■■■、相

続人は、中新田■■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている

期間は、令和３年２月２６日から令和６年６月２６日までです。特例農地等

の明細でございますが、海老名市中新田■■■■■■■■■、現況地目、畑

、登記簿地目、畑、生産緑地、■■■■■平米、議案書のとおりでございま

す。事務局で６月１２日に現地調査を行ったところ、農地として適正に管理

されておりましたので、特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号８について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 
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【議  長】 質疑、意見もないようでございますので、受付番号８について、採決をさ

せていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認といたします。 

       続きまして、議案書８ページから９ページ、受付番号９について、事務局

から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】 受付番号９、被相続人は、本郷■■■■■■、■■■■■、相続人は、本

郷■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間は、令和３年８

月４日から令和６年６月２６日までです。特例農地等の明細でございますが

、海老名市本郷■■■■■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地目、畑、農

業振興地域内、■■■平米、ほか１８筆、議案書のとおりです。こちらも６

月１２日に現地調査を行いましたところ、農地として適正に管理されており

ましたので、特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号９について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 質疑、意見もないようでございますので、受付番号９について、採決をさ

せていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認といたします。 

       続きまして、受付番号１０について、事務局から提案説明（報告）をお願

いいたします。 

【主  事】 受付番号１０、被相続人は、大谷■■■■■■、■■■■、相続人は、大

谷北■■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間は、令

和３年６月２６日から令和６年６月２６日までです。特例農地等の明細でご
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ざいますが、大谷北■■■■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地目、畑、

生産緑地、■■■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。こちらも６月

１２日に現地調査を行いましたところ、農地として適正に管理されておりま

したので、特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号１０について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 質疑、意見もないようでございますので、受付番号１０について、了承と

させていただきたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、了承といたします。 

       続きまして、議案書１０ページ、受付番号１１について、事務局から提案

説明をお願いいたします。 

【主  事】 受付番号１１です。被相続人は、社家■■■■、■■■、相続人は、社家

■■■■■■■■■、■■■■■、引き続き農業を行っている期間は、令和

３年８月３日から令和６年６月２６日までです。特例農地等の明細でござい

ますが、海老名市社家■■■■■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地目、

畑、生産緑地、９６９平米、ほか１筆、議案書のとおりです。なお、■■■

の表記についてですが、こちらは固定資産税を課税するに当たり、便宜上案

分しているもので、正式名称は評価分割と言われるものなのですが、１筆が

課税上案分されているだけで、筆自体は分筆はされておりません。ちなみに

ナンバー１の■■■の課税地目については、■■■が畑で、■■■の課税地

目は宅地になっております。こちらの案件につきましても６月１２日に現地

調査を行いましたところ、農地として適正に管理されておりましたので、特

に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 
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       それでは、受付番号１１について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 質疑、意見もないようでございますので、受付番号１１について、採決を

させていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認といたします。 

       続きまして、議案書１１ページ、受付番号１２について、事務局から提案

説明をお願いいたします。 

【主  事】 受付番号１２です。被相続人は、本郷■■■■■■、■■■■、相続人は

、本郷■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間は、令和３

年５月２１日から令和６年６月２６日までです。特例農地等の明細でござい

ますが、海老名市本郷■■■■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地目、畑

、農業振興地域内、■■■平米、ほか７筆、議案書のとおりです。こちらの

案件につきましては、６月２０日に現地調査を行いましたところ、農地とし

て適正に管理されておりましたので、特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号１２について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 質疑、意見もないようでございますので、受付番号１２について、採決を

させていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認といたします。 

       次に、議案書１２ページ、日程第４、議案第３２号 農用地利用集積計画
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（案）について「貸し借り」を議題といたします。 

       受付番号２２について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】 受付番号２２、借り手は、下今泉■■■■■■■■、■■■■、貸し手は

、座間市■■■■■■■、■■■■■、持分２分の１、同じく■■■、持分

２分の１、貸し借りする農地は、下今泉■■■■■■■、現況地目、田、■

■■平米、同じく■■■■、現況地目、田、■■■平米でございます。貸し

借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、

令和６年７月１日から令和１０年１２月３１日までの５年間です。農業振興

地域内の新規の計画となっております。この案件につきまして、６月１２日

に事務局で現地調査をいたしましたが、現地は農地として適正に管理されて

おりました。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしてお

り、特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号２２について、質疑のある方はお願いいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号２２について採決をさせていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

       次に、議案書１３ページ、６．そのほか、法に基づく許認可等の審議によ

らない案件の（１）農地の一時使用について を案件といたします。 

       お諮りいたします。今回審議する案件は全部で４案です。全てが同一地区

となっております。そこで、効率よく進めるため、受付番号７から１０の４

案について、説明、質疑、採決を一括して行いたいと思いますが、ご異議ご

ざいませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、そのように進めさせていただきます。 
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       それでは、まず初めに、受付番号７から１０の４案について、事務局から

一括して説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、農地の一時使用について、受付番号７から１０を一括で

ご説明いたします。現地の案内図及び公図につきましては、資料３－１及び

３－２を御覧ください。 

       まずは受付番号７でございます。申請地は、上郷■■■■■■■■、現況

地目、田、登記簿地目、田、面積、■■■平米、所有者は、上郷■■■■■

■■、■■■■■でございます。 

       次に、受付番号８、申請地は、上郷■■■■■■■■、現況地目、田、登

記簿地目、田、面積、■■■平米、土地所有者は、上郷■■■■■■■■、

■■■■でございます。 

       次に、受付番号９、申請地は、上郷■■■■■■■■、現況地目、田、登

記簿地目、田、面積、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりでございます

。土地所有者は、上郷■■■■■、■■■■でございます。 

       最後に、受付番号１０、申請地は、上郷■■■■■■■■、現況地目、田

、登記簿地目、田、面積、■■■平米、土地所有者は、上郷■■■■■、■

■■■でございます。 

       各土地の使用者は、いずれも、上今泉■■■■■■■■■■■、■■■■

■■、代表取締役■■■■■、各土地の事業主は、勝瀬１７５番地の１、海

老名市長内野優、工事名は、（仮称）上郷河原口線道路新設工事（交差点部

）、目的は、同工事のヤードとして使用したいとのことございます。使用期

間は、令和６年７月１日から令和６年１１月３０日までです。本日、委員の

皆様にご了承していただきましたら、申請を受理いたしまして、当事者へ受

理した旨の通知を発送いたします。 

       以上でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       地区委員の意見として、私のほうからご説明をしたいと思います。 

       資料３－１を御覧ください。当地区は、周りが農地がございません。西側

が新しくできた道で、東側が駐車場、北側が人家ということで、周りに農地

がございません。そういう意味でも、ほかの農地に及ぼす影響はないと思わ
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れます。そしてまた、この工事期間ですけれども、３年が６月いっぱいで過

ぎるわけです。その間、３年間の間に何か問題があったかということは一切

ございません。何の苦情もないので、大丈夫かと思います。 

       以上です。 

       それでは、受付番号７から１０について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、了承とさせていただきたいと思いますが、ご異議ござ

いませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、了承といたします。 

       次に、議案書１４ページ、（２）生産緑地の斡旋について を案件といた

します。 

       生産緑地番号２３の一部について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、生産緑地の斡旋について、生産緑地番号２３の一部でご

ざいます。生産緑地の買取り申出に対して、市長は、買い取らない場合、当

該生産緑地において農林漁業に従事することを希望する者がこれを取得でき

るように斡旋することに努めなければならないとされておりまして、農業委

員会へ斡旋の協力依頼が来ております。 

       今回の生産緑地番号２３の一部でございますけれども、所在地は、上郷■

■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地目、田、面積、■■平米、ほか９筆

、議案書のとおりでございます。案内図及び現地の写真につきましては、資

料４－１を御覧ください。 

       令和６年５月７日付で、市に対して、現在の土地所有者より、この生産緑

地の買取り申出がされましたが、市では買い取らないことが決定されました

。その後、市から農業委員会に対して斡旋の協力依頼が来ているところでご

ざいます。斡旋につきましては、まず委員の皆様、また、周囲、地区の方に

情報提供をしていただきまして、買取りを希望されている方がいらっしゃい

ましたら、議案書にございますとおり、令和６年７月３０日の火曜日までに

事務局へご連絡くださるようお願いいたします。その結果を翌３１日の水曜

日に、海老名市都市計画課へ事務局から報告させていただくことになります
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。 

       なお、都市計画課に確認をさせていただきました。これは以前にもこの生

産緑地の斡旋につきましては、１９番委員ですとか、２０番委員のほうから

、土地の売払い価格のことについてご質問がございましたので、そのことに

ついて都市計画課に確認をさせていただきました。その結果、今回から申出

者の買取り希望価格、これを委員の皆様に発表させていただきますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

       今回の申出者の買取り希望価格でございますが、■■■■■■■万円でご

ざいます。１０筆の面積が２，３５８平米になっております。１平方メート

ル当たりの単価に直しますと■■■■■■■■円でございます。１坪当たり

の単価に直しますと■■■■■■■■■円でございます。いずれも１，００

０円以下につきましては切上げをさせていただいております。なお、１坪の

換算率でございますが、これは３．３０５７８５１２０という換算率を使っ

て１坪の単価を求めております。参考までに、この地区、上郷■■■の北側

、下今泉■■■■■■■■というところ、９番委員ご存じだと思うんですけ

れども、三川の泉というんですか、住宅地の中、こちらに地価公示地がござ

いまして、住宅地の地価公示地なのですが、こちらの平米単価が■■■■■

■■■円、坪当たりの単価に直しますと■■■■■■円というふうになって

おります。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       斡旋の内容について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、斡旋がある期限までに報告していただきたいと思いま

すが、ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、そのようにお願いいたします。 

       次に、議案書１５ページから１６ページ、（３）農地転用届出による専決

処分について を案件といたします。 

       １５ページの農地法第４条の４件、１６ページの５条の９件について、事
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務局から一括して説明をお願いいたします。 

【主  査】 議案書１４ページ及び１５ページでございます。それぞれ届出期間につき

ましては、令和６年５月１日から５月３１日までの間に届出がされたものと

なっております。まず農地法第４条第１項第７号の規定による届出でござい

ますが、受付番号１４から１６、２１の４件で、畑のみ、１，００１平米で

す。なお、番号を飛ばしてしまったため、１６から２１となっておりますが

、件数としては間違いございません。 

       続きまして、農地法第５条第１項第６号の規定による届出でございますが

、受付番号１４から２２の９件でございまして、田が４，３７４平米、畑が

３，５００．４０平米、こちらにつきまして専決処分で受理したことを一括

して報告いたします。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、一括して質疑をお受けいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、一括して了承とさせていただきたいと思いますが、ご

異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、一括して了承といたします。 

       次に、７．その他について、私のほうから提案というか、お諮りしたいこ

とがございます。それは先月の定例総会のときに草刈りのことについて話が

出ました。私も農業をやっている上でいろいろ疑問点とかがあるわけですけ

れども、その１つとして、水田の耕作のときの今までのマナーというか、ロ

ーカルルールというか、そこら辺が非常に乱れていて、トラブルのもとにな

りかねない、ここでやっておかないと、あと５年、１０年先になると、マナ

ーさえ、ローカルルールというか、そういうことさえ分からなくなってしま

うのではないかと、そうなるとますますトラブルとかいろいろのことが思い

浮かべられるので、ここら辺でちょっとリセットする必要があるのではない

かと思っております。そういうことで、委員の皆様、どうでしょう。ここで

、一回、そこ、話をもんで、何らかの形を取りたいと思うのですけれども、
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いかがでしょうか。 

       １９番委員、どうでしょう。 

【１９番委員】 前回、新規就農者の人に、草を刈らなかったので、なぜ刈らないのかと

いうことを聞いたんですよ。そうしたら、畑に来る、農業と福祉の連携なの

ですけれども、要は障害者の方が畑に来て作物は取ってくれる、だけど、機

械に乗れるのは僕しかいないのだと。ということは、１人しかいないんです

よ。１人で畑をあちこち借りているような形なので、正直、草刈りが間に合

わないということだったんですね。だから、新規の方も、借りるのはいいん

ですが、自分のキャパシティーの中にある程度入るのならいいんだけど、入

らない状況の中でいくと草を生やしてしまう、額縁が草だらけになっている

中に作物ができているというような状況なんですね。 

【議  長】 私自身は、新規就農者もそういう形なんですけれども、今、既存の農業を

やっていて、例として、親が亡くなって急にやって、地域のルールが分から

なくて、自分勝手に草を刈っちゃったとか、くろを動かしちゃったとか、水

をしっかり止めちゃって下に水を流さなかったとか、排水のほうから水を入

れたりとか、いろいろそういう昔からのルールがちょっと乱れているという

ふうに思うんですよ。新規就農者のそういう話も含めて、１つローカルルー

ルというか、マナーというか、そういうのをつくれたらなと思うんですけれ

ども、どうでしょうか。３番委員なんかどうでしょう。 

【３番委員】 前回も言いましたけれども、急にそうやって自分が農地を管理するように

なる方もいられるので、既存のところでも、やはりある程度、境界はどうい

うふうに境界をつくるのだとか、くろのつけ方はどうなんだろうかという、

そういう田んぼを刈るときに内側に刈るか外側に刈るかとか、そういう地域

によってルールがあるかと思いますけれども、やはりそれはきちっと決めて

おいたほうが、決めるというか、ならって、地域地域で多分違うと思うんで

すよ。ですから、各地区の生産班とも話をしなくちゃいけないし、でも、や

はり、ある程度の大まかな部分では、農業委員会で少しはそういった意味で

はルール的なものを出しておいたほうがいいのではないかと思いますけどね

。 

【議  長】 それで、ここでやってもなかなか話がまとまらないと思うので、農政小委
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員会で１回もんでもらって、それで皆さんにまたあれをお諮りするという形

にしてはどうかなと思うんですけれども、事務局サイドはどうでしょうか。 

【事務局長】 中身の検討は別にしても、今、会長が言われたとおり、この話というのは

いろいろな方向に行くので、できたら、せっかく農政小委員会という組織が

ありますので、そちらで、ある程度の人数で、事務局も入り、どんなふうに

して、要は最終的にはこういう形で将来皆さんやっていこうよということが

、生産者団体も含めて、一緒に取り組んでいかないと駄目なことなので、そ

こも含めて、農政小委員会で何回か検討して、必要に応じて、先の話ですけ

れども、生産組合と調整を行いながら、最終的には生産者に、こんな形でと

いうことを周知していけること自体はできなくはないのかなと。やり方とし

ては、農政小委員会で少しもんでいったほうが、農業委員会の中としては、

事務局としてもやりやすいのかなというふうには思っております。 

【議  長】 そういう形で進めさせていただいてよろしいでしょうか。 

       今の案件について、採決を取りたいと思いますので、賛成の方の挙手を求

めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 全員ですので、そのような形で進めさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

       事務局からその他でございますでしょうか。 

【主幹兼管理係長】 事務局から１点、委員の皆様にご協力のお願いがございます。 

       事務局といたしましては、毎月、この定例総会の開催に当たりまして、事

前に議案書ですとか、あと資料、そういったものを委員の各皆様にお配りさ

せていただいております。委員の方におかれましては、当日までに目を通し

ていただいて、この総会に出席されているものと思われます。そのときに、

多々ご質問をいろいろいただくのですけれども、もし可能でしたら、事前に

ご質問を事務局にいただけると、今後の総会の進行が円滑に進むのかなとい

うふうに考えております。 

       といいますのも、いただく質問の内容なのですけれども、事務局の所管で

答えられる質問というのがなかなかありませんので、結局、ほかの部署に関

する質問が結構多くございます。ですので、事前にいただけますと、担当す
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る部署のほうにも聞きに行って、当日その答えをご用意することができます

ので、総会の円滑な進行を図る意味でも、その辺、ご協力いただければと思

います。２日前ぐらいまでに質問をいただけると非常に助かります。かとい

って、当日、質問しては駄目だよと、そういうことではございませんので、

その点だけはくれぐれも誤解されないようお願いいたします。 

       事務局から以上です。 

【議  長】 よろしくお願いします。 

       ほかに委員の皆様から何かございますでしょうか。 

【１９番委員】 先ほどの生産緑地の件なのです。買取り価格の件なのですけれども、例

えば買取り価格で買う人がいたと、買った土地、その土地を農業をやらなき

ゃいけないわけですかね。 

【事務局長】 そうです。 

【１９番委員】 今の単価でいくと、住宅地並みの単価で買ってください、それで買った

ら農業でやるというと、全然収益性が違うわけなのですね。だから、ここは

ちょっと矛盾があるけど、仕方がないわけですね。 

【事務局長】 これは買取り希望価格で、農業委員会へ斡旋というのはあくまでも農地、

市としては農地として残したいんですよ。基本は。市が買い取れないんだか

ら。農地として買ってくれる人の希望価格ではないです。実際には。坪１０

０万で農業やる人はいませんから。この希望価格はあくまでも市に買い取っ

てほしい価格なんです。市でもそんなに高い金を払えないので。ですから、

そういう意味でご理解いただければと。農地として買いたい方が本当に出て

きたら、欲しい人と売りたい人の価格になるとは思います。 

【１９番委員】 実際は不動産屋さん預かりになるということですか。 

【事務局長】 もし農業委員会のほうで農地、本当に欲しい人が出たら、さっき言ってい

るように当事者間で相対でやる。農地では欲しくない人がいたら、不動産屋

さん扱いするしかないと思います。 

【１９番委員】 不動産屋へ行って、農地として出すんですか。 

【事務局長】 もし欲しいよという人がいたら、うちを通じて、さっき言った都市計画課

に対応させますから。 

【１９番委員】 実際は農地転用になるわけ。 
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【事務局長】 斡旋は、農地として欲しい人がいますかという、「農地として斡旋してく

ださいよ」ということになります。 

【１９番委員】 じゃ、不動産屋へ行くわけでしょう。 

【事務局長】 それは、農地としての斡旋が整わなかった場合、都市計画課と本人とのや

り取りの結果となります。ただ、ここの上郷の人が、「農地としては嫌だ」

となる可能性も出てくると思いますけれども、ぶっちゃけた話、生産緑地の

解除というのは基本的。ただ、斡旋としては来ています。 

【１７番委員】 生産緑地という、市に買取りを希望するということなのですけれども、

市は買う気はあるんですか。 

【主幹兼管理係長】 いつだか、４番委員からもたしかご質問があったと思うんですけれ

ども、市が買い取るか買い取らないかを決めるのは、都市計画課とか、そう

いった１つの部署で決めるわけではなくて、専門の組織があります。市役所

の中のそれぞれの課長とか部長とかが集まった、そういった内部の組織があ

るんですが、そこで諮って、今回、売り払い価格、■■■■■■■万円いう

のが来ているけれども、じゃ、ここで市が買いますか、買い取りませんかと

いうのを決めます。例えばそこの土地に公園を整備する計画があるとか、道

路の拡幅計画があるとか、その他公共事業で、何かその土地を使って建てる

ような、そういった利用計画がもしあるのであるならば買うでしょうけれど

も、恐らくここはそういう計画がなかったので、市では買い取らないという

ふうに決めたものだと思います。 

       以上です。 

【１７番委員】 今までずっと聞いているけど、買い取らないよね。 

【主幹兼管理係長】 今のご質問なんですけれども、生産緑地のところですので、例えば

そこのところが道路の拡幅にかかっているとか、そういった公共事業による

計画があるところにこの土地があれば買い取ると思います。ですけれども、

そういったところというのはなかなかないというのが実情です。ですので、

総会でいろいろ生産緑地の斡旋ということを報告させていただいております

けれども、ほとんどのもの、市では買い取らないといったものを全て案件で

諮っておりますので、なので、公共事業の計画がないところについては、市

は買い取らないというものだと思います。 
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       １つ申し忘れました。仮に市が買い取りますよとなった場合なんですけれ

ども、じゃ、その土地価格はどうやって決めているかというのが１つありま

す。今回、申出者の■■■■■■■万円、この買取り希望価格の根拠という

のがどういうもので■■■■■■■万円になっているのかは存じ上げません

。ただ、市が公共事業で土地を買う場合、これについては、必ず不動産鑑定

評価を取得しております。鑑定評価を行って、その後、市の中にあります不

動産評価委員会という評価委員会がございます。その委員会に買取りの価格

を諮らせていただいています。その委員会で決まるのは、あくまでも買取り

の場合は上限価格、そこが決まります。ですので、例えば１平米当たり１０

万円というものが出たとしたら、市では１０万円までしか買えないというこ

とです。それ以上、要は１１万円とか１０万５，０００円とかでは買えない

ということになります。逆に、海老名市が売り払う場合、例えば皆さんご存

じだと思うんですけれども、赤道ですとか、昔の俚道と呼ばれるもの、昔か

らずっと残っちゃっている畦畔とかそういったところに結構公共用地がある

んですけれども、そういったものを売り払う場合については、それも同じよ

うに不動産鑑定評価をきちっと取って、同じく評価委員会にそれを諮ってい

ます。評価委員会のほうでは、そこでは下限価格が決まります。つまり、下

限価格４万円というふうに出た場合は、その価格よりも下回った数字で市の

財産を売り払うことができないというふうになっております。そういった根

拠づけで市のほうでは、もし公共事業があった場合はそのような形で買取り

のほうをさせていただいているというものになります。 

       以上です。 

【議  長】 よろしいでしょうか。 

       ほかに意見ございますでしょうか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、本日の定例総会は終了といたします。 

       ２番委員から閉会のご挨拶をお願いいたします。 

【２番委員】 本日も非常に熱心にご質問等いただきまして、大変ありがとうございます 

      。以上をもちまして、令和６年第６回定例総会を閉会とさせていただきます 

      。ありがとうございました。 
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― 了 ― 


